
令和4年度

高森町一般会計当初予算概要書



目 次

１ 当初予算の編成にあたって
２ 一般会計歳入内訳

３ 一般会計歳出（目的別）

４ 一般会計歳出（性質別）
５ 町債残高の推移（臨財債除く）

６ 財政調整基金残高の推移

７ 引上げ分の地方消費税充当経費
８ 入湯税の使途状況について



本町の財政状況は、ふるさと応援寄附金の大幅増も影響し、財政調整基金の残高が約16
億6,000万円となるなど、近年、継続して安定している状況が続いています。しかしながら、
これまで減少を続けていた公債費は、情報通信基盤整備や災害復旧などの地方債元金償還
が本格化し、併せて、デジタル防災無線整備や町内橋梁の長寿命化事業など、国の政策に
より本町での実施も義務付けられている事業も増えてきたことにより、今後は増加に転じ
ていくことが見込まれます。
また、新型コロナウイルス感染症の継続的な予防対策や、近年相次ぐ天災等にも迅速に

対応するため、今後もスピード感を持って各施策に取り組んでいく必要があります。
そのため、国・県補助事業に町施策をリンクさせ、一般財源の効果的な活用を考慮しな

がら予算編成にあたりました。また、ふるさと納税制度の更なる活用や、税及び料の適正
な徴収により自主財源を確保することで、限られた財源の中で最大限の効果が発揮できる
よう予算編成を行いました。

1 当初予算の編成にあたって

Ｒ３年度当初予算
５３億２，４００万円

Ｒ４年度当初予算
７０億８，３００万円

＋１７億５，９００万円



２ 一般会計歳入内訳
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繰入金 寄附金 町税 その他 地方交付税

国庫支出金 県支出金 町債 譲与税等

自主財源

38.6％
依存財源

61.4％

〇自主財源 ふるさと納税活用事業を充実させるため、
基金繰入金が大きく増額している。

〇依存財源 新型コロナウイルス感染症対策により、
国庫支出金が増額している。

款 金額 構成比

繰入金 1,370,153 19.3%

寄附金 620,050 8.8%

町税 541,864 7.7%

使用料及び手数料 82,040 1.2%

繰越金 80,000 1.1%

分担金及び負担金 18,786 0.3%

諸収入 14,919 0.2%

小計 2,727,812 38.6%

地方交付税 2,360,000 33.3%

国庫支出金 799,536 11.3%

県支出金 491,583 6.9%

町債 440,100 6.2%

地方消費税交付金 134,000 1.9%

地方譲与税 100,955 1.4%

財産収入 14,949 0.2%

環境性能割交付金 4,000 0.1%

地方特例交付金 3,500 0.1%

ゴルフ場利用税交付金 3,000 0.0%

配当割交付金 965 0.0%

法人事業税交付金 1,000 0.0%

交通安全対策交付金 700 0.0%

株式譲渡所得割 650 0.0%

利子割交付金 250 0.0%

小計 4,355,188 61.4%

合　計 7,083,000 100.0%

自主財源

依存財源



３ 一般会計歳出（目的別）

総務費, 34.3%

民生費, 19.7%
教育費, 10.1%

土木費, 7.8%

公債費, 7.3%

農林水産業費, 
5.4%

消防費, 4.4%

衛生費, 4.0%

諸支出金, 
3.4%

商工費, 2.6%
議会費, 0.9%

○総務費 町営学生寮、南阿蘇鉄道再開発事業等により増額。
○教育費 高森高校「漫画関連学科」関係事業等により増額。
〇土木費 町内橋梁の長寿命化事業等により増額。
〇消防費 役場北側駐車場整備事業等により増額。

款 金額 構成比

議会費 60,520 0.9%

総務費 2,431,724 34.3%

民生費 1,395,409 19.7%

衛生費 281,346 4.0%

農林水産業費 379,231 5.4%

商工費 186,615 2.6%

土木費 554,529 7.8%

消防費 309,125 4.4%

教育費 714,508 10.1%

災害復旧費 398 0.0%

公債費 519,426 7.3%

諸支出金 240,169 3.4%

予備費 10,000 0.1%

合　計 7,083,000 100.0%



４ 一般会計歳出（性質別）

〇人件費、公債費、扶助費の義務的経費は30.9％を占めている。
〇投資的経費は町営学生寮、南阿蘇鉄道高森駅周辺再開発事業、
役場北側駐車場整備事業等により、大きく増額している。

〇物件費はふるさと納税費等により微増している。

人件費, 14.6%

公債費, 7.3%

扶助費, 9.0%

普通建設

事業費, 20.3%

物件費, 22.5%

維持補修費, 1.1%

補助費等, 14.7%

積立金, 3.7%
繰出金, 6.6%

義務的

経費, 
30.9%

投資的

経費, 
20.3%

その他, 
48.8%

金額 構成比

1,031,295 14.6%

519,426 7.3%

638,965 9.0%

補助事業費 792,623 11.2%

単独事業費 他 646,617 9.1%

45 0.0%

1,593,704 22.5%

79,094 1.1%

1,041,133 14.7%

260,169 3.7%

3,940 0.1%

465,989 6.6%

10,000 0.1%

7,083,000 100.0%合　計

その他
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補助費等

積立金

貸付金

繰出金

予備費

投資的
経費

普通建設
事業費

災害復旧事業費

性質別区別

義務的
経費

人件費

公債費

扶助費



５ 町債残高の推移（臨財債除く）

28.74

24.72 25.76

29.52
27.37 26.97 26.73 26.99

32.45

36.85
39.24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3見込

臨時財政対策債を除く町債残高は、平成23年度以降、概ね横ばいで推移していましたが、
デジタル防災無線整備や町道整備事業、災害復旧事業等の影響により、近年は増加
傾向となっております。引き続き、町債残高に注意しつつ、交付税措置の大きな地方債を
貴重な財源と捉え、効果的に活用してまいります。

【単位：億円】



６ 財政調整基金残高の推移
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財政調整基金残高は平成27年以降、14億円を超える高い水準で推移しています。
今後、突発的災害対応分（5億程度）を確保しつつ、将来を見据えながら有効に活用する

必要があります。経常的経費を可能な限り削減し、メリハリをつけた政策的経費への配分
が必要となります。

【単位：億円】



７ 引上げ分の地方消費税充当経費

事業名 事業費

財源内訳

特定財源 一般財源

国県支出金 地方債 その他
※引上げ分の
地方消費税

その他

社会
福祉

障害福祉費 ２７５，５３４ １８６，１９２ ０ ９，４７３ １６，３９１ ６３，４７８

老人福祉費 ９１，１２７ ５０６ ０ １８，４４８ ５，４２１ ６６，７５２

児童福祉総務費 １５，７００ ２，７２５ ０ １ ９３４ １２，０４０

児童措置費 ７７，６００ ６５，５２４ ０ ０ ４，６１６ ７，４６０

子ども・ひとり親医療福祉費 １９，０７４ １，８４２ ０ ０ １，１３５ １６，０９７

児童福祉施設費 ２１７，０３７ １５７，２７０ ０ ２，５６２ １２，９１１ ４４，２９４

小 計 ６９６，０７２ ４１４，０５９ ０ ３０，４８４ ４１，４０８ ２１０，１２１

社会
保険

介護保険事業費 １８６，２９４ １３，５００ ０ ０ １１，０８３ １６１，７１１

後期高齢者医療事業費 １６１，８３７ ２７，８３４ ０ ０ ９，６２８ １２４，３７５

国民健康保険事業費 １１０，４８７ ３７，９５５ ０ ２０，０００ ６，５７３ ４５，９５９

小 計 ４５８，６１８ ７９，２８９ ０ ２０，０００ ２７，２８４ ３３２，０４５

保険
衛生

予防費 ２８，７５９ ３４４ ０ ３１５ １，７１１ ２６，３８９

健康増進事業費 ９，６３１ １，０７５ ０ ０ ５７３ ７，９８３

母子保健費 １７，２２１ ８，１５７ ０ ９４６ １，０２４ ７，０９４

小 計 ５５，６１１ ９，５７６ ０ １，２６１ ３，３０８ ４１，４６６

合 計 １，２１０，３０１ ５０２，９２４ ０ ５１，７４５ ７２，０００ ５８３，６３２

【単位：千円】

※引上げ分の地方消費税（社会保障財源化分の市町村交付金）

平成26年4月に5％から8％に引き上げられた消費税引上げ分（3％）は、各自治体の社会保障施策の財源に充てること
とされています。なお、令和元年10月に消費税率10％となった分も同様に取り扱います。
令和３年度当初予算の状況について、以下のとおりお知らせします。

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 75,000千円
（歳出） 社会保障施策に要する経費 1,210,301千円



８ 入湯税の使途状況について

事業名 事業費

財源内訳

特定財源

一般財源
国県
支出金

地方債

その他

繰入金 入湯税

観光費 ４６，１９０ ０ ０ １２，７９０ ２，３４０ ３１，０６０

【単位：千円】

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに

観光の振興（観光施設の整備含む。）に要する費用に充てる目的税である（地方税法第７０１条）ことから、

その趣旨を踏まえ、入湯税の具体的事業費への充当について、その使途を明確にすることとされています。

（地方税法第７０１条）

高森町では、令和３年度に収入を見込んでいる入湯税を、以下のとおり充当予定です。


